
ほ 宅 賃 貸 借 契 約 書 

貸 主 株 式 会 社 野 崎 工 務 ( 以 下 ` 甲 」 と い う 。 ) と 俸 主 O O A ム ( 以 下 ` る 」 と い う 。 ) 
は 、 こ の 契 約 書 に よ り 頭 書 に 表 示 す る 不 動 産 に 関 す る 貰 貸 借 契 約 を 締 結 し た 。 

頭 書 (①) 目 的 物 件 の 表 示 

杜 称 ハ ピ ネ ス 東 中 野 り階 〇 〇 0 号 室 

( 住 居 表 示 ) 東 京 都 八 王 子 市 東 中 野 ① ③ ⑧ 0 一 ⑤ 
所 在 地 

( 登 記 筑 ) 東 京 都 八 王 子 市 東 中 野 ① ③ ⑧ 0 一 ⑤ 

建 
木 造 ・ 茂 骨 造 ・ 隠 筋 コ ン ク リ ー ト 週 ・ 鉄 骨 鋼 筋 コ ン ク リ ー ト 造 ・ 軽 量 鉄 骨 造 ・ そ の 

物 | 構 造 | 他 ( 一 ) ノ 瓦 葬 ・ ス レ ー ト 葺 ・ 亜 鉛 メ ッ キ 鋼 板 葺 ・ セ メ ン ト 井 葬 ・ 障 屋 哉 ・ そ の 
他 ( — )/ ③ ) 階 建 ノ 全 ( ③① ) 戸 

種 類 | レ ン シ ョ ン ・ ア バ パ ー ト ・ 戸 建 ・( 一 ) 新 簗 年 月 ① ⑨ ⑧ 0 年 ⑦ 月 

住 戸 ー ロ リ p ッ ル ー 204 
部 分 間 取 (1)LDK-DK 因 ワ ン ル ー ム 床 面 積 ( 他 パ レ コ ニ ー ②.⑦⑧nt) 

駐 車 場 含 む ・ 區 ま な 切 | よ 階 の コ ミ ュ テ ィ ー ル ー ム の 使 用 料 は 無 料 で 
ー 駐 車 場 の ご 利 用 が 必 要 な 場 合 の 利 用 料 は 、 月 額 ⑤ 000 

バ イ ク 置 場 區 判 ・ 含 ま な い | 円 で す 。 別 途 、 お 甲 込 下 さ い 。 

防 居 | 自 転 車 置 場 匿 判 ・ 含 ま な い 

e 物 匡 含 t ・ 匿 ま な り 
専 用 庭 含 む ・ 區 ま 刻 い 

ー 含 む ・ 含 ま な い 

頭 書 (②) 契 約 期 間 
令 和 年 (② 0 O 年 ) 〇 O 月 〇 〇 目 か ら 令 和 O 年 (② 0 年 〇 O) 〇 O 月 〇 〇 日 ま で (② 年 間 ) 

目 的 物 件 の 鍵 等 の 引 渡 し 時 期 ② 0 O 年 〇 〇 〇 月 目 ( 入 尾 立 会 い 建 物 内 説 明 時 ) 

頭 書 (③) 賃 料 等 
" % o 

& 料 | 月 額 ③ ⑦, 0 0 0 円 | 管 理 費 月 額 3, 0 0 0 円 保 険 料 15, 0 0 0 円 

0 円 迷 去 時 刃 - 防 属 
敷 金 ( 賦 料 0 ヶ 月 ) | ニ が 費 用 ③ ③, 0 0 0 円 施 設 料 月 額 0 円 

佐 宇 貴 賞 俸 套 約 書 (0①/ 弘 ⑨ 公 盛 社 国 泥 人 全 国 宅 地 唐 物 取 引 業 塞 会 逢 会 ②L.0⑥



そ の 他 の 条 件 無 

入 展 当 日 確 認 の こ と 貸 与 す る | 難 N o 
B 本 

整 
② 本 

賃 料 等 の 支 払 時 期 | 翌 月 分 を 毎 月 未 日 ま で 

賃 料 等 閲 陳 細 防 訣 閲 の 支 茂 振 込 先 入 融 機 関 名 : み ず ほ 蛭 行 条 青 梅 支 店 ( 店 番 ⑦④⑤) 
方 談 ' 哉 埋 

① ⑥ ⑧ ⑥ ④ ⑥ ⑨ 

@R 込 | 振 込 先 口 座 名 義 入 : カ ) ノ ザ キ ュ ウ ム テ ン カ ン リ 
※ 振 込 手 数 料 負 担 者 : 俸 主 
※ 振 込 の 際 は 、 お 名 前 の 前 に ご 自 分 の 【 お 部 屋 番 号 】 を 入 力 レ 
て く だ き い 。 例 : ③ 0 ⑤ オ オ ニ シ タ カ オ 

ロ 持 参 

ロ ロ 墓 引 菱 
口 座 引 葺 手 数 料 負 担 者 

頭 書 (④) 借 主 、 緊 急 連 絡 先 及 び 入 尾 者 

借 主 K 名 O O A A 

K 名 O O O ら 借 主 と の 関 係 【 父 又 は 母 】 

( メ ー ル ア ド レ ス ) 

緊 急 連 絡 先 ( 自 宅 ) エ モ エ ⑫-③④⑤-⑤⑥⑦⑧ 

( 勤 務 先 ) エ モ エ ⑫-③④⑤-⑥⑦⑧⑨ 

( 携 補 ) エ モ エ 000-①②③-④⑤⑥⑦ 

入 展 者 名 年 齢 続 柄 入 展 者 名 年 齢 続 染 

O O A A O 〇 〇 俸 主 本 人 ー ー 

頭 書 (⑤) 貸 主 及 び 管 理 業 者 

貸 主 
氏 名 株 式 会 社 野 崎 工 務 店 

住 所 東 京 都 青 梅 市 塩 船 ③ ⑧ 番 地 

管 理 業 者 

賃 貸 契 約 関 係 」 帖 キ ャ ン パ ス 村 野 東 京 都 多 摩 ホ ー ノ 宮 ③-⑤-②④ 2F エ モ 工 0④②-③⑦⑥-④③④① 

建 物 室 内 関 係 | 帰 ピ ー ラ ウ ン ド 新 井 東 京 都 八 王 子 市 東 中 野 ①③⑧0-⑤ ①F エ モ エ 0④②-⑥⑦0-⑧⑥⑦⑦ 

` 賦 貸 住 宅 管 理 業 務 等 の 遠 正 化 に 関 す る 注 
律 」 に よ る 登 録 を 受 け て い る 場 合 は そ の 番 号 

国 士 交 通 大 臣 ( 一 ) 第 一 号 

佑 宇 貴 賞 俸 套 約 異 (0③/0 公 荒 社 四 泥 人 全 国 宗 地 慶 物 取 引 業 協 会 逢 き 会 ②L.0⑥



( 一 神 ) 全 国 賦 賛 不 動 産 管 理 業 協 会 会 唇 番 号 ※( 一 社 ) 全 国 質 賛 不 動 産 管 理 業 協 会 の 会 唇 で あ る 堤 合 に 記 
E 

氏 令 村 野 奇 ( 質 賢 不 動 産 經 営 筧 理 士 : 瑛 録 番 号 0 ④ ① ⑤ ⑥ ① ⑤) g 
BRELE ※ 貨 賛 不 動 産 経 営 笛 理 士 の 玩 録 を 受 け て い る 場 合 に 記 載 

※ 貸 主 と 建 物 の 所 有 者 が 異 な る 場 合 は 、 次 の 欄 も 記 載 す る こ と 。 

K4 貸 主 と 同 じ 

佐 所 貸 主 と 同 じ 
所 有 者 

頭 書 (⑥) 乙 の 債 務 の 担 保 

担 保 の 方 涼 民 向 り D り り 
( 本 契 約 で 探 用 す る も の に | ロ 連 師 保 証 入 | 低 所 OO 県 〇 〇 市 OO 町 ① 丁 目 ② ③-④ ⑤ 

チ ェ ッ ク し 、 楯 度 額 貸 料 の ⑥ ケ 月 相 当 額 
そ の 右 欄 に 所 
定 の 事 項 を 祀 家 質 債 務 保 

証 業 者 
載 す る ) 

口 家 賃 債 務 保 | 主 た る 事 務 
証 業 者 の 梶 低 所 の 所 地 地 
す る 保 証 欝 

詞 業 者 国 土 交 通 大 臣 ( ) 第 5 

/ 
登 録 番 号 

頭 書 (⑦) 更 新 に 関 す る 事 項 

第 ② 条 ② 項 に よ り 、 契 約 を 更 新 す る こ と が で き る も の と し ま す 。 

ま た 、 は 、 賃 貸 借 契 約 更 新 の 際 に 借 主 は 、 帖 キ ャ ン パ ス に 賃 貸 借 契 約 更 新 の 手 続 き を 委 託 し 、 更 新 

事 務 手 数 料 を 支 払 う こ と と す る 。 

頭 書 (⑧) 特 約 事 項 

ペ ッ ト の 飼 育 は 華 止 と す る 。 
楽 器 の 滅 奇 及 び 騒 音 等 の 迷 惑 行 為 は 禁 止 と す る 。 
石 油 ス ト ー プ の 使 用 は 禁 止 と す る 。 
喫 展 は 不 可 と す る 。 よ 

co
 

e 
ピ 

佐 宇 貴 賞 倉 套 約 書 (0③/d ⑨ 公 盛 社 国 泥 人 全 国 宅 地 唐 林 取 引 業 塞 会 逢 会 ②L.0⑥



本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 を ③ 通 作 成 し 、 貸 主 、 借 主 、 連 帯 保 証 人 が 記 名 拝 印 の 上 、 各 自 ① 通 を 

保 有 す る 。 

令 和 〇 年 (② 0 O 年 ) O 月 OOCH 

氏 名 株 式 会 社 野 普 工 務 店 @ | TE L0428-24-3812 

甲 ・ 貸 主 
住 所 東 京 都 青 梅 市 塩 船 ③ ⑧ 番 地 

八 名 〇 O A A 邸 」 エ モ エ ⑫-③④⑤-⑥⑦⑧⑨ 

と ・ 俵 主 
住 所 OO 県 〇 〇 市 OO 町 ① 丁 目 ② ③-④ ⑤ 

八 名 〇 O O O 即 」 エ モ エ ⑫-③④⑤-⑥⑦⑧⑨ 

上 ・ 連 帯 I B 屋 証 入 | 佐 所 OOROOHWOORI1ITR23-45 

極 度 額 _ 賃 料 の ⑥ ケ 月 分 相 当 類 

A B 

主 た る 事 稽 所 | 東 京 都 多 摩 帆 ー ノ 宮 ③ 一 ⑤ 一 ② ④ | 主 た る 事 務 所 
所 坪 地 ・TEL 樓 ケ 丘 パ ー ル ハ イ ツ ② 階 所 地地 ・TE エ 

木 
迦 | 商 号 又 は 栄 種 | 株 式 会 社 キ ャ ン パ ス 商 号 又 は 体 称 

蓑 代 複 老 の 氏 仕 | 村 野 至 代 複 老 の 民 体 ® 

取 
引 
業 
% 

免 許 証 番 号 | 東 京 都 知 事 (⑨) 第 ⑤①⑦①⑧ 号 | 免 許 証 番 号 璽薦事 C 笠 = 

免 許 年 月 日 | 吉 和 ⑧ 年 ①0 月 ①0B 免 許 年 月 R 年 月 ー 

比 代 村 野 = ® |k & ® 

g | 芦 鋼 田 上 | ( 序 亢 ) 第 ⑮ ⑧ ⑥ ⑦ ⑧ 旨 登 録 田 号 し / ( ) 笹 団 
旭 
牡 | 査 劫 に 笹 ま す る | 株 式 会 社 キ ャ ン パ ス 木 劫 に 低 ま ア る 
取 | 事 務 所 名 ま 務 屁 4 
用 東 京 都 夕 摩 ー ノ 宮 ③ 一 ⑤ 一 ② ④ 
す | 事 病 所 所 在 地 | 楢 ケ 三 パ ー ル ハ イ ツ ② 隆 事 務 所 所 在 地 

エ モ エ 0 ④ ② 一 ③ ⑦ ⑥ 一 ④ ③ ④ ① エ モ エ 

※ 国 は 原 則 と し て 実 印 

※ こ の 契 約 異 は 、 宅 地 禄 物 取 引 業 被 第 ③⑦ 条 に 定 め ゆ ら れ て い る 書 面 を 森 ね て い ま す 。 

佐 宇 貴 賞 倉 套 約 書 (0④/d ⑨ 公 盛 社 国 泥 人 全 国 宅 地 唐 物 取 引 業 塞 会 逢 会 ②L.0⑥



契 約 条 項 
( 契 約 の 締 結 
第 ① 条 貸 主 ( 以 下 ` 甲 」 と い う 。 ) 及 び 倍 主 ( 以 下 ` る 」 と い う 。 ) は 、 頼 書 (①) に 記 載 す る 目 的 物 件 ( 以 

下 ` 本 物 件 」 と い う 。 ) に つ い て 、 展 住 の み を 目 的 と す る 賃 貸 借 契 細 ( 以 下 ` 本 契 約 」 と い う 。 ) を 以 下 
の と お り 締 結 し た 。 

( 契 約 期 間 ) 
第 ② 条 契 細 期 間 及 び 本 物 件 の 引 渡 し 時 期 は 、 頭 書 (②) 記 載 の と お り と す る 。 
② 用 及 び ゐ る は 、 博 畿 の 上 、 本 契 約 を 更 新 す る う こ と が で き る 。 

( 質 粉 ) 

第 ③ 条 は 、 頭 書 (③) の 記 載 に 従 い 、 賃 料 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 
② 用 及 び ゐ は 、 欧 の 各 号 の い ず れ か に 誠 当 す る 場 合 に は 協 器 の 上 、 賃 料 を 改 定 す る う こ と が で き る 。 

土 地 又 は 建 物 に 対 す る 珂 税 そ の 他 の 負 担 の 増 波 に よ り 、 賃 料 が 不 相 当 と な っ た 場 合 
土 地 又 は 建 物 の 価 格 の 上 昇 又 は 低 下 そ の 他 の 経 済 事 情 の 変 動 に よ り 、 賃 料 が 不 相 当 と な っ た 場 合 
近 傍 同 種 の 建 物 の 賃 料 に 比 較 し 、 賃 料 が 不 相 当 と な っ た 場 合 

③ エ ヶ 月 に 満 た な い 期 間 の 賃 料 は 、① ヶ 月 を ③0 日 と し て 日 割 計 算 し た 額 と す る 。 

山
 馬
 

顕 

( 共 盛 貴 

第 ④ 条 は 、 階 段 、 廊 下 等 の 共 用 部 分 の 維 持 管 理 に 必 要 な 光 熱 費 、 上 下 水 道 使 用 料 、 淵 掃 費 等 ( 以 下 ` 維 
持 管 理 費 」 と い う 。) に 充 て る た め 、 共 益 費 を 頭 書 (③ ) の 記 載 に 従 い 甲 に 支 払 う も の と す る 。 

② 用 及 び ゐ は 、 綱 持 管 理 費 の 増 泣 に よ り 共 益 費 が 不 相 当 と な っ た と き は 、 博 器 の 上 、 共 益 費 を 改 定 す 
る こ と が で き る 。 

③ エ ヶ 月 に 湘 た な い 期 間 の 共 益 貴 は 、① ヶ 月 を ③0 日 と し て 日 割 計 算 し た 額 と す る 。 

( 負 担 の 帰 属 ) 

第 ⑤ 条 甲 は 、 本 物 件 に 係 る 共 秘 公 課 を 負 担 す る も の と す る 。 
② は 、 電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 ・ そ の 他 専 用 設 備 に 係 る 使 用 料 金 を 負 担 す る も の と す る 。 
③ 奏 絵 期 間 中 、 町 内 会 費 そ の 他 本 物 件 に 入 尾 し 生 泳 す る に あ た っ て 生 じ る 諸 費 用 、 会 貴 等 に つ い て は 

る の 負 担 と す る 。 

④ は 、 第 ② 条 第 ① 項 に 定 め る 契 細 期 間 中 、 ゐ の 負 担 で 、 の 家 財 に 対 す る 火 炎 保 険 ( 借 家 入 資 働 賢 任 

保 険 ) に 加 入 す る も の と す る 。 

( 敷 金 

第 ⑥ 条 ゐ は 、 本 契 約 か ら 生 じ る 債 務 の 担 保 と し て 、 頭 書 (③) に 記 載 す る 敷 金 を 甲 に 交 付 す る も の と す 
る 。 

② 用 は 、 ゐ が 本 契 約 か ら 生 じ る 債 務 を 履 行 し な い と き は 、 敷 金 を そ の 債 務 の 弁 済 に 光 て る こ と が で き 
る 。 こ の 場 合 に お い て ゐ は 、 本 物 件 を 明 け 渡 す ま で の 間 、 整 金 を も っ て 当 該 債 務 の 弁 滸 に 光 て る こ と 
が で き な い 。 

③ 賃 料 が 璋 額 さ れ た 場 合 、 る は 、 頭 書 (③ ) に 記 載 す る 月 数 相 当 分 の 新 賃 料 額 と 旧 賃 料 額 の 差 額 を 、 敷 
金 に 補 壇 す る も の と す る 。 

④ 用 は 、 朋 渡 し ま で に 生 じ た 本 契 細 か ら 生 じ る の 一 切 の 債 務 を 整 金 か ら 充 当 し 、 な お 殉 額 が あ る 場 
合 に は 、 本 物 件 の 明 渡 し 後 、 遅 港 な く 、 そ の 残 額 を 乙 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 

⑤ 前 項 の 規 定 に よ り 乙 の 債 務 額 を 差 し 引 く と き は 、 甲 は 、 敷 金 の 返 還 と あ わ せ て 債 務 の 額 の 内 訳 を 明 
示 し な け れ ば な ら な い 。 

( 反 社 会 的 勢 力 は な い こ と の 確 約 ) 

第 ⑦ 条 田 及 び ゐ は 、 そ れ ぞ れ 相 手 方 に 対 し 、 次 の 各 号 に 定 め る 事 項 を 確 約 す る 。 
— 自 ら が 、 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 流 待 ( 平 成 ③ 年 泊 御 第 ⑦⑦ 三 ) 第 ② 条 第 二 号 に 
規 定 す る 暴 力 団 、 暴 力 団 関 係 企 業 、 総 会 尾 若 し く は こ れ ら に 準 ず る 者 又 は そ の 楠 成 員 ( 以 下 結 称 し て 
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` 反 社 会 的 勢 カ 」 と い う 。) で は な い こ と 
二 用 又 は の が 泊 人 の 場 合 、 自 ら の 後 員 ( 業 務 を 基 行 す る 社 員 、 取 締 後 、 執 行 後 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 

を い う 。) が 反 社 会 的 勢 力 で は な い こ と 
三 反 社 会 的 勢 カ に 自 己 の 名 義 を 利 用 さ せ 、 こ の 契 約 を 締 結 す る も の で は な い こ と 
四 自 ら 又 は 第 三 者 を 利 用 し て 、 欧 の 行 為 を し な い こ と 

ア 相 手 方 に 対 す る 脅 迷 的 な 言 動 又 は 暴 力 を 用 い る 行 為 

イ 偽 計 又 は 婁 力 を 用 い て 相 手 方 の 業 務 を 妨 害 し 、 又 は 信 用 を 毀 損 す る 行 為 
② は 、 用 の 承 諾 の 有 無 に か か わ ら ず 、 本 物 件 の 全 部 又 は 一 部 に つ き 、 反 社 会 的 劣 カ に 賃 借 権 を 讃 濱 

し 、 又 は 転 貸 し て は な ら な い 。 

( 禁 止 又 は 刊 限 さ れ る 行 為 ) 
第 ⑧ 条 ゐ は 、 用 の 書 面 に よ る 承 諮 を 得 る こ と な く 、 本 物 件 の 全 部 又 は 一 部 に つ き 、 賃 借 権 を 警 渡 し 、 
又 は 転 貸 し て は な ら な い 。 

② は 、 用 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ と な く 、 本 物 件 の 増 築 、 改 築 、 移 転 、 改 造 若 し く は 模 様 暁 又 は 

本 物 件 の 敷 地 内 に お け る 工 作 物 の 設 署 を 行 っ て は な ら な い 。 

③ は 、 本 物 件 の 使 用 に あ た り 、 決 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 及 ぴ こ れ ら に 準 じ る 近 隠 に 迷 惑 を か け る 一 切 
の 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。 
銃 砲 、 刀 剣 類 又 は 爆 発 性 、 発 火 性 を 有 す る 危 険 な 物 品 等 を 製 造 又 は 保 管 す る こ と 
大 型 の 金 庫 そ の 他 の 重 量 の 大 き な 物 品 等 を 搬 入 し 又 は 備 え 付 け る こ と 
排 水 管 を 庸 食 き さ せ る お そ れ の あ る 笠 体 を 流 す こ と 

大 音 量 で テ レ ビ 、 ス テ レ オ 、 カ ラ オ ケ 等 の 撻 作 、 ピ ア ノ 等 の 賞 奏 を 行 う こ と 
狼 獣 、 毒 蛇 等 の 明 ら か に 近 陳 に 迷 惑 を か け る 動 物 を 飼 育 す る こ と 

本 物 件 を 反 社 会 的 勢 力 の 事 務 所 そ の 他 の 派 動 の 拠 点 に 供 す る こ と 
本 物 件 又 は 本 物 件 の 周 辺 に お い て 、 著 し く 粗 野 若 し く は 乱 暴 な 言 動 を 行 い 、 又 は 威 勢 を 示 す こ と 

に よ り 、 付 近 の 住 民 又 は 通 行 人 に 不 安 を 笛 え さ せ る こ と 
人 本 物 件 に 反 社 会 的 勢 カ を 居 住 さ せ 、 又 は 反 復 継 絹 し て 反 社 会 的 勢 カ を 出 入 り さ せ る こ と 

④ は 、 本 物 件 の 使 用 に あ た り 、 用 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ と な く 、 欧 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 を 行 っ 

て は な ら な い 。 
— 観 賞 用 の 小 烏 、 魚 等 で あ っ て 朋 ら か に 近 隣 に 迷 惑 を か け る お そ れ の な い 動 物 以 外 の 犬 、 猫 そ の 他 
小 動 物 等 ペ ッ ト の 飯 脈 

二 階 段 ・ 廊 下 等 共 用 部 分 へ の 物 品 を 署 く こ と 

三 階 段 ・ 廊 下 等 共 用 部 分 へ の 看 板 ・ ポ ス タ ー 等 の 広 告 物 の 掲 示 

よ 
オ オ

 
田 

国 
II 

L 
① 

( 乙 の 管 理 義 務 ) 

第 ⑨ 条 は 、 本 物 件 を 曖 良 な る 管 理 者 の 注 意 を も っ て 使 用 す る 義 務 を 負 う 。 
② は 、 特 に 本 物 件 の 火 炎 発 生 防 止 に 畷 意 す る も の と す る 。 
③ は 、 管 理 規 約 ・ 使 用 細 則 等 を 遵 守 す る と と も に 、 甲 が 本 物 件 の 管 理 上 必 要 な 事 項 を に 通 知 し た 

場 合 、 そ の 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。 
④ 契 約 締 結 と 同 時 に 田 は 、 ゐ に 対 し 入 君 に 必 要 な 本 物 件 の 雛 を 貸 与 す る 。 こ は 、 こ れ ら の 鎖 を 善 良 な 

る 管 理 者 の 注 意 を も っ て 保 管 か つ 使 用 し な け れ ば な ら な い 。 ガ ー 紛 失 又 は 破 損 し た と き は 、 ゐ は 、 直 
ち に 甲 に 連 絡 の う え 、 用 が 新 た に 設 置 し た 雛 の 交 付 を 受 け る も の と す る 。 た だ し 、 新 た な 鎖 の 設 置 費 
用 は る の 負 担 と す る 。 

⑤ は 、 難 の 追 加 設 置 、 交 換 、 複 製 を 甲 の 承 諾 な く 行 っ て は な ら な い 。 

( 契 約 期 間 中 の 修 績 
第 ①0 条 用 は 、 が 本 物 件 を 使 用 す る た め に 必 要 な 修 繕 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 の 修 繕 に 要 

す る 費 用 は 、 ゐ の 貫 め に 烹 す べ き 事 由 に よ り 必 要 と な っ た も の は ら が 負 担 し 、 そ の 他 の も の は 甲 が 負 
担 す る も の と す る 。 

② 前 項 の 規 定 に 基 づ き 田 が 修 繕 を 行 う 場 合 は 、 甲 は 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を 丿 に 通 知 し な け れ ば な ら 
な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 は 、 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 修 繕 の 実 施 を 拒 否 す る こ と が で 

き な い 。 
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③ る は 、 本 物 件 内 に 破 損 箇 所 が 生 じ た と き は 、 甲 に そ の 旨 を 速 や か に 通 知 し 修 繕 の 必 要 に つ い て 協 議 

す る も の と す る 。 そ の 通 知 が 遅 れ て 甲 に 損 害 が 生 じ た と き は 、 こ ゐ は 、 こ れ を 賠 償 す る 。 
④ 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 が 行 わ れ た 場 合 に お い て 、 修 繕 の 必 要 が 認 め ら れ る に も か か わ ら ず 、 甲 が 正 

当 な 理 由 な く 修 繕 を 実 施 し な い と き は 、 は 自 ら 修 繕 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 の 修 繕 に 要 す る 貴 
用 は 、 第 ① 項 に 準 ず る も の と す る 。 

⑤ は 、 本 項 第 一 号 か ら 第 七 号 に 掲 げ る 修 繕 は 、 甲 へ の 通 知 及 び 甲 の 承 諾 を 要 す る こ と な く 、 自 ら の 

負 担 に お い て 行 う こ と が で き る 。 
畳 の 取 替 え 、 褻 返 し 

障 子 紙 の 張 替 え 、 ふ す ま 紙 の 張 替 え 
電 玩 、 蝋 光 灯 、 ヒ ュ ー ズ 、 エ モ D 烈 明 の 取 曾 え 

絵 水 栓 、 排 水 桧 の 取 替 え 
蛇 口 の パ ッ キ ン 、 コ マ の 取 啓 え 

風 口 場 等 の ゴ ム 栓 、 鎖 の 取 晶 え 
そ の 仙 費 用 が 軽 徳 な 修 繕 よ 

オ オ
 
田 

国 
II 

L 
① 

( 契 約 の 解 除 

第 ⑪ 条 用 は 、 ゐ が 次 に 掲 げ る 義 務 に 違 反 し た 場 合 に お い て 、 甲 が 相 当 の 期 間 を 定 め て 当 該 義 務 の 履 行 
を 僅 告 し た に も か か わ ら ず 、 そ の 期 間 内 に 当 該 義 務 が 履 行 さ れ な い と き は 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で 
き る 。 
— が 賃 料 又 は 共 益 費 の 支 払 義 務 を ② ヶ 月 以 上 口 っ た と き 
二 る の 責 め に 烹 す べ き 事 由 に よ り 必 要 と な っ た 修 繕 に 要 す る 費 用 の 負 担 義 務 を 岐 っ た と き 

② 用 は 、 る が 次 に 掲 げ る 義 務 に 違 反 し た 場 合 に お い て 、 甲 が 相 当 の 期 間 を 定 め て 当 該 義 務 の 履 行 を 僅 
告 し た に も か か わ ら ず 、 そ の 期 間 内 l 義 務 が 履 行 さ れ ず に 当 談 義 務 違 反 に よ り 本 契 約 を 継 続 す る 
こ と が 困 難 で あ る と 部 め ら れ る に 至 っ た と き は 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。 

本 物 件 を 展 住 の 用 以 外 に 使 用 し た と き 
二 第 ⑧ 条 ( 第 ③ 項 第 六 号 か ら 第 八 号 を 除 く 。) に 規 定 す る 義 務 の い ず れ か に 違 反 し た と き 
三 入 居 時 に 、 又 は 連 帯 保 証 人 に つ い て 告 げ た 事 実 に 重 大 な 虚 偽 が あ っ た こ と が 判 明 し た と き 

四 そ の 他 が 本 契 約 の 各 条 項 に 規 定 す る 義 務 に 違 反 し た と き 
③ 用 又 は る の 一 方 に つ い て 、 欧 の い ず れ か に 談 当 し た 場 合 に は 、 そ の 相 手 方 は 、 何 ら の 催 告 も 要 せ ず 

し て 、 本 契 絵 を 解 除 す る こ と が で き る 。 
— 第 ⑦ 条 の 確 約 に 反 す る 事 実 が 判 明 し た と き 
二 契 約 締 結 後 に 自 ら 又 は 役 員 が 反 社 会 的 勢 力 に 該 当 し た と き 

④ 用 は 、 る が 第 ⑦ 条 第 ② 項 に 規 定 す る 義 務 に 違 反 し た 場 合 又 は 第 ⑧ 条 第 ③ 項 第 六 号 か ら 第 八 号 に 掲 げ 
る 行 為 を 行 っ た 場 合 は 、 何 ら の 催 告 も 要 せ ず し て 、 本 契 細 を 解 除 す る こ と が で き る 。 

| 

( か ら の 解 約 ) 

第 ⑫ 条 は 、 用 に 対 し て ③0 日 前 ま で に 解 約 の 申 入 れ を 行 う こ と に よ り 本 契 約 を 解 約 す る こ と が で き る 。 
② 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 ゐ は 解 細 甲 入 れ の 日 か ら ③0 日 分 の 賃 料 又 は 貰 料 相 当 額 を 甲 に 支 払 う こ と 

に よ り 、 解 約 田 入 れ の 日 か ら 起 算 し て ③0 日 を 経 過 す る 日 ま で の 間 、 随 時 に 本 契 約 を 解 細 す る こ と が で 
き る 。 

( 一 部 減 失 等 に よ る 賃 料 の 滅 額 等 ) 
第 ①③ 条 本 物 件 の 一 部 が 減 失 そ の 他 の 事 由 に よ り 使 用 で き な く な っ た 場 合 に お い て 、 そ れ が 乙 の 責 め に 

帰 す べ き 事 由 に よ ら な い と き は 甲 及 び ゐ は 、 そ の 使 用 で き な く な っ た 部 分 の 割 合 に 応 じ て 賃 料 泣 額 の 
要 否 や 程 度 、 期 間 、 賃 料 の 減 額 に 代 曾 す る 方 泊 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 協 畿 す る も の と す る 。 こ の 

場 合 に お い て 、 賃 料 を 減 額 す る と き は 、 そ の 使 用 で き な く な っ た 部 分 の 割 合 に 応 じ る も の と す る 。 
② 本 物 件 の 一 部 が 減 失 そ の 他 の 事 由 に よ り 使 用 で き な く な っ た 場 合 に お い て 、 残 存 す る 部 分 の み で は 

乙 が 賃 借 し た 目 的 を 遠 す る こ と が で き な い と き は 、 は 、 本 契 細 を 解 除 す る こ と が で き る 。 

( 契 約 の 終 了 
第 ⑭ 条 本 契 細 は 、 本 物 件 の 全 部 が 減 失 そ の 他 の 事 由 に よ り 使 用 で き な く な っ た 場 合 に は 、 こ れ に よ っ 
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て 終 了 す る 。 

( 明 渡 し ) 
第 ⑮ 条 ゐ は 、 明 渡 し 日 を ①0 日 前 ま で に 甲 に 通 知 の 上 、 本 契 細 が 終 了 す る 日 ま で に 本 物 件 を 明 け 渡 さ な 

け れ ば な ら な い 。 
② は 、 第 ⑪ 条 の 規 定 に 基 づ き 本 契 細 が 解 除 さ れ た 場 合 に あ っ て は 、 直 ち に 本 物 件 を 明 け 漉 さ な け れ 

ば な ら な い 。 
③ る は 、 昌 渡 し の 際 、 貸 与 を 受 け た 本 物 件 の 鍋 を 甲 に 返 還 し 、 複 製 し た 鍋 は 甲 に 引 き 漉 さ な け れ ば な 
ら な い 。 

④ 乙 が 明 渡 し を 遅 延 し た と き は 、 ゐ は 、 甲 に 対 し て 、 賃 貸 借 契 約 が 解 除 さ れ た 日 又 は 消 滅 し た 日 の 翌 

日 か ら 明 襄 し 完 了 の 日 ま で の 間 の 貰 料 の 借 額 に 相 当 す る 損 害 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 

( 明 渡 し 時 の 原 状 回 復 
第 ⑯ 条 本 物 件 の 明 渡 し 時 に お い て 、 は 、 通 常 の 使 用 に 伴 い 生 じ た 本 物 件 の 損 純 及 び 本 物 件 の 経 年 劣 
化 を 除 き 、 本 物 件 を 原 状 回 復 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 自 然 災 害 等 丿 の 貫 め に 帰 す る こ と が で き 

な い 事 由 に よ り 生 じ た も の に つ い て は 、 原 状 回 後 を 要 し な い 。 

② 用 及 び ゐ は 、 本 契 約 時 に お い て 、 本 契 約 に 係 る 明 渡 し 時 の 原 状 回 復 の 条 件 に つ い て は 別 表 の 記 載 に 
よ る こ と を 確 部 し た 。 

③ 用 及 び ゐ は 、 本 物 件 の 朋 獄 し 時 に お い て 、 別 表 の 規 定 に 基 づ い て 乙 が 行 う 原 状 回 復 の 内 容 及 び 方 液 
に つ い て 協 畿 す る も の と す る 。 た だ し 、 原 状 回 後 の 方 泊 は 、 別 表 に 特 段 の 定 め が な い 限 り 、 甲 が 工 事 

の 手 配 等 を 行 う も の と し 、 ゐ は 、 自 ら の 負 担 部 分 に 係 る 費 用 を 田 に 対 し 支 払 う も の と す る 。 

( 立 入 り ) 
第 ⑰ 条 用 は 、 本 物 件 の 防 火 、 本 物 件 の 構 造 の 保 全 そ の 他 の 本 物 件 の 管 理 上 特 に 必 要 が あ る と き は 、 あ 

ら か じ め の 承 諾 を 得 て 、 本 物 件 に 立 ち 入 る こ と が で き る 。 
② は 、 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 前 項 の 規 定 に 基 づ く 用 の 立 入 り を 拒 否 す る こ と は で き な い 。 

③ 解 約 申 入 れ 後 に お い て 、 本 契 約 が 終 了 し た 後 に 本 物 件 を 賃 借 し よ う と す る 者 又 は 本 物 件 を 譲 り 受 け 

よ う と す る 者 が 本 物 件 の 確 部 を す る と き は 、 甲 及 び 物 件 の 確 認 を す る 者 は 、 あ ら か じ め 乙 の 承 諾 を 得 
て 、 本 物 件 内 に 立 ち 入 る こ と が で き る 。 

④ 用 は 、 火 災 に よ る 延 焼 を 防 止 す る 必 要 が あ る 場 合 そ の 他 の 緊 怠 の 必 要 が あ る 場 合 に お い て は 、 あ ら 
か じ め 乙 の 承 諾 を 得 る こ と な く 、 本 物 件 内 に 立 ち 入 る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 甲 は 、 の 

承 諾 を 得 ず に 立 ち 入 っ た と き は 、 そ の 旨 を 丿 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 

( 甲 の 通 知 義 務 ) 
第 ①⑧ 条 用 は 、 欧 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 直 ち に そ の 旨 を 書 面 に よ っ て 乙 に 通 知 し な け れ 

ば な ら な い 。 
— 賃 料 等 支 払 方 浩 の 変 更 

二 頭 書 (⑤) に 記 載 し た 管 理 業 者 の 変 更 

( 乙 の 通 知 義 務 ) 
第 ⑲ 条 又 は 連 帯 保 証 人 は 、 欧 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 直 ち に そ の 旨 を 書 面 に よ っ て 甲 

に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 
ー エ ヶ 月 以 上 の 不 在 又 は 現 に 不 在 で あ る と き 

頑 書 (④) に 記 載 す る 入 居 者 ( 出 生 を 除 く 。) を 追 加 す る と き 
連 帯 保 証 人 の 住 所 又 は 所 在 地 ・ 氏 名 ・ 緊 怠 の 連 絡 先 ・ そ の 他 の 変 更 
連 帯 保 証 人 の 死 亡 又 は 解 散 
連 帯 保 証 人 の 破 産 開 姦 決 定 等 連 帯 保 証 人 と し て 要 求 さ れ る 能 カ 又 は 資 力 を 失 っ た と き 囲 

体 
IH 

( 延 滞 損 害 金 ) 
篠 ⑳ 条 は 、 本 契 約 よ り 生 じ る 金 銀 債 務 の 支 払 い を 遅 港 し た と き は 、 年 (③⑥⑤ 日 あ た り )①④. ⑥⑨⑥ の 割 合 に 

よ る 延 港 損 害 金 を 支 払 う も の と す る 。 
⑧ 公 蓋 社 団 泳 人 全 国 宗 地 瞞 牡 取 弟 業 協 会 逢 き 会 ②L.0⑥



( 乙 の 債 務 の 担 保 ) 
第 ②① 条 本 契 約 に お い て は 、 頭 書 (⑥ ) に 記 載 す る 方 洞 に よ り 、 と の 働 務 を 担 保 す る 。 

2 頭 書 (⑥ ) で ` 連 帯 保 証 人 」 に チ ェ ッ ク が あ る 場 合 に は 、 欧 の 各 号 の 定 め に よ る も の と す る 。 
ー 頑 書 (⑥) 記 載 の 連 帯 保 証 人 ( 以 下 ` 丙 」 と い う ) は 、 ら と 連 帯 し て 、 本 契 約 か ら 生 じ る ゐ の 債 務 

を 負 担 す る も の と す る 。 本 契 約 が 更 新 さ れ た 場 合 に お い て も 、 同 権 と す る 

二 丈 が 個 人 で あ る と き に は 、 前 号 の 丙 の 負 担 は 、 頭 書 (⑥) 及 び 記 名 押 印 欄 に 記 載 す る 極 度 額 を 限 
度 と す る 

三 丙 が 個 人 で あ る と き に は 、 世 が 負 担 す る 債 務 の 元 本 は 、 欧 の い ず れ か に 該 当 す る と き に 、 確 定 す 
る も の と す る 

ア 用 が 、 丙 の 財 産 に つ い て 、 賃 料 そ の 他 の 本 契 約 に よ り 生 じ る ゐ の 金 鏡 の 支 払 を 目 的 と す る 債 権 
に つ い て の 強 制 基 行 又 は 担 保 権 の 実 行 を 申 し 立 て た と き 。 た だ し 強 刺 基 行 又 は 担 保 権 の 実 行 の 手 
続 の 開 始 が お あ っ た と き に 限 る 

イ 丙 が 、 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た と き 
ウ ー 又 は 丙 が 、 死 亡 し た と き 

四 前 号 に 規 定 す る 場 合 、 又 は 丙 が 、 連 帯 保 証 人 と し て 要 求 さ れ る 能 カ 又 は 資 力 を 失 っ た 場 合 は 、 第 
⑲ 条 の 規 定 に 基 づ き こ は 直 ち に そ の 旨 を 甲 に 通 知 す る と と も に 、 甲 の 承 諮 す る 新 た な 連 帯 保 証 人 に 

保 証 委 託 す る も の と す る 
五 前 号 の 場 合 に お い て 、 新 た に 甲 と の 間 で 連 帯 保 証 契 約 を 締 結 し た 連 帯 保 証 人 は 、 第 一 号 に 定 め る 
義 務 を 負 う も の と す る 

六 丙 の 請 求 が あ っ た と き は 、 甲 は 、 丙 に 対 し 、 遅 滅 な く 、 賃 料 及 び 共 益 費 等 の 支 払 状 況 や 湾 納 金 の 

額 、 損 害 賞 償 の 類 等 、 ゐ の 全 て の 債 務 の 額 等 に 関 す る 情 報 を 描 供 し な け れ ば な ら な い 
③ 頭 書 (⑥ ) で ` 家 貰 傾 務 保 証 業 者 の 楳 供 す る 保 証 」 に チ ェ ッ ク が あ る 場 合 に は 、 欧 の 各 号 の 定 め に よ 

る も の と す る 。 
ー 頑 書 (⑥) 記 載 の 家 賃 債 務 保 証 業 者 が 描 供 す る 保 証 の 内 容 に つ い て は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る も 

の と し 、 用 及 び み の は 、 本 契 細 と 同 時 に 同 保 証 を 利 用 す る た め に 必 要 な 手 続 き を と ら な け れ ば な ら な 
い 

Z が 、 前 号 の 手 続 き を と ら な い 場 合 、 そ の 他 乙 の 貫 に 烹 す べ き 事 由 に よ り 前 号 に 定 め る 保 証 が 利 

用 で き な い 場 合 は 、 本 契 約 は 成 立 し な い も の と す る 。 た だ し 、 ゐ は 、 頭 書 ( ②) 記 載 の 契 約 の 始 期 か 
ら 本 物 件 を 昌 渡 す ま で の 閾 の 賃 料 相 当 損 害 全 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 

三 前 号 本 文 の 場 合 に お い て 、 別 に 連 帯 保 証 人 を 立 て る こ と に よ り 契 約 を 成 立 き す る こ と を 田 乙 閾 で 

合 意 し た 場 合 に は 、 前 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 甲 と 連 帯 保 証 人 と の 聞 で 連 帯 保 証 契 約 が 成 立 し た こ 
と を も っ て 、 頭 書 (② ) 記 載 の 契 約 の 姦 期 に 本 契 約 が 有 効 に 成 立 し た も の と み な す 

( 免 貝 ) 
第 ②② 条 地 震 、 火 点 、 風 水 害 等 の 災 害 、 蛮 難 等 そ の 他 田 乙 双 方 の 責 め に 烹 さ な い 事 由 又 は 不 可 抗 カ と 部 

め ら れ る 事 設 ( 第 ⑭ 条 の 場 合 を 含 む 。) 、 又 は 、 甲 若 し く は 乙 の 責 め に よ ら な い 電 気 、 ガ ス 、 絵 排 水 等 
の 設 備 の 故 障 に よ っ て 生 じ た 甲 又 は る の 損 害 に つ い て 、 甲 又 は る は 互 い に そ の 責 め を 負 わ な い も の と 

す る 。 

( 慈 議 
第 ②③ 条 田 及 び の は 、 本 契 約 書 に 定 め が な い 事 項 及 び 本 契 細 書 の 条 項 の 解 釈 に つ い て 疑 義 が 生 じ た 場 合 
は 、 民 泊 そ の 他 の 注 令 及 び 慣 行 に 従 い 、 誠 意 を も っ て 協 器 し 、 解 決 す る も の と す る 。 

( 合 意 管 載 裁 判 所 ) 
第 ②④ 条 本 契 約 に 起 因 す る 紗 争 に 関 し 、 訴 訟 を 楳 起 す る 必 要 が 生 じ た と き は 、 本 物 件 の 所 在 地 を 管 轄 す 
る 地 方 ( 節 易 ) 裁 判 所 を 第 ① 宮 管 轄 裁 判 所 と す る 。 

( 更 新 に 関 す る 事 項 及 び 特 約 事 項 
第 ②⑤ 条 前 条 ま で の 規 定 以 外 に 更 新 に 関 す る 事 項 及 び 特 細 事 項 に つ い て は 、 頭 書 (⑦) 又 は (⑧ ) 記 載 の と 
お り と す る 。 
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別 表 ( 第 ⑯ 条 関 係 ) 
【 原 状 回 復 の 条 件 に つ い て 】 

本 物 件 の 原 状 回 復 条 件 は 、 下 記 ① の ` 例 外 と し て の 特 約 」 に よ る 以 外 は 、 質 賢 住 宅 の 原 状 回 後 に 関 す る 贄 

用 負 担 の 一 航 原 則 の 考 え 方 に よ り ま す 。 す な わ ち 、 

・ 俵 主 の 故 意 ・ 過 失 、 啓 管 泳 意 義 務 違 反 、 そ の 他 通 帖 の 使 用 方 法 を 超 え る よ う な 使 用 に よ る 損 耗 等 に つ い 

て は 、 借 主 が 負 担 す べ き 費 用 と な る 。 な お 、 震 烏 等 の 不 可 抗 力 に よ る 損 耗 、 上 階 の 居 住 者 な ど 借 主 と 無 

関 係 な 第 三 者 が お も た ら し た 損 耗 等 に つ い て は 、 借 主 が 負 担 す べ き も の で は な い 。 

・ 建 物 ・ 設 備 等 の 自 焦 的 な 劣 化 ・ 損 耗 等 ( 経 年 変 化 ) 及 び 借 主 の 通 帖 の 使 用 に よ り 生 ず る 損 耗 等 ( 通 常 損 糊 

に つ い て は 、 賞 主 が 負 担 す べ き 貴 用 と な る 。 

も の と し ま す 。 

そ の 具 体 的 内 容 は 、 国 土 交 通 省 の ` 原 状 回 復 を め ぐ る ト ラ ブ ル と ガ イ ド ラ イ ン ( 再 改 計 版 )〕」 に お い て 定 め 

ら れ た 別 表 ① 及 び 別 表 ② の と お り で す が 、 そ の 概 要 は 、 下 記 ① の と お り で す 。 

① 本 物 件 の 原 状 回 復 条 件 

( し 、 民 法 笹 ⑨0 条 並 び に 消 費 者 契 絵 注 第 ⑧ 条 、 第 ⑧ 条 の ② 、 第 ⑨ 条 及 び 第 ①0 条 に 反 し な い 内 容 に 関 し て 、 

下 記 T の ` 例 外 と し て の 特 細 」 の 各 罰 が あ る 場 合 は 、 そ の 内 守 に よ り ま す 。 ) 

① 賛 主 ・ 借 主 の 修 縺 分 拐 袁 

賞 主 の 負 担 と な る も の 借 主 の 負 担 と な る も の 

【 府 ( 晩 ・ フ ロ ー リ ン ダ ・ カ ー ペ ッ ト な ど 】 

1. BOBEEL, 表 暁 え ( 特 に 破 損 し て い な い が 、| ① . カ ー ペ ッ ト に 飲 み 物 等 を こ ぽ し た こ と に よ る 

欧 の 入 居 者 確 保 の た め に 行 う も の ) シ ミ 、 カ ビ ( こ ぽ し た 後 の 手 入 れ 不 口 等 の 場 

2. フ ロ ー リ ン ダ の ワ ッ ク ス が け &) 

3. 寧 具 の 設 罠 に よ る 枚 、 カ ー ペ ッ ト の へ こ み 、 | 2. 冷 蔵 庫 下 の サ ビ 距 ( チ ビ を 放 曽 し 、 床 に 汚 損 

設 置 畑 等 の 損 容 を 与 え た 場 吉 

4. 是 の 変 色 、 フ ロ ー リ ン ダ の 色 落 ち ( 日 照 、 建 3. 引 趣 作 業 等 で 生 じ た 引 っ か き キ ズ 

物 構 造 欠 陰 に よ る 雨 滑 り な ど で 発 生 し た も | 4. フ ロ ー リ ン グ の 色 落 ち ( 俸 主 の 不 注 意 で 雨 が 

の ) 吹 き 込 ん だ こ と な ど に よ る も の ) 

【 壁 、 天 井 ( ク ロ ス な ど 】 

1. テ レ ビ 、 帥 蔵 庸 等 の 後 部 壁 面 の 黒 ず み ( い わ | ① . 俸 主 が 日 笠 の 淵 掌 を 怠 っ た た め の 台 所 の 泰 汚 

ゆ る 電 気 ヤ ク ) れ ( 使 用 後 の 手 入 れ が 悪 く 、 ス ス や 油 が 付 着 

2. 壁 に 賊 っ た ポ ス タ ー や 絵 画 の 跡 し て い る 場 ) 

3. 壊 等 の 画 鋒 、 ビ ン 等 の 穴 ( 下 地 ボ ー ド の 張 森 2. 俵 主 が 結 露 を 放 畳 し た を こ と で 拡 大 し た カ ビ 、 

え は 不 要 な 程 度 の も の ) シ ミ ( 貴 主 に 通 知 も せ ず 、 か つ 、 拭 き 取 る な 

4. エ ア コ ン ( 俸 主 所 有 ) 訣 畝 に よ る 壁 の ビ ス 大 、 ど の 手 入 れ を 怠 り 、 壁 等 を 庵 食 き さ せ た 場 吉 

距 ③。 タ ー ラ ー か ら 水 溪 れ し 、 倍 主 が 放 留 し と た た め 

5. タ ロ ス の 変 色 ( 日 照 な ど の 自 焦 現 象 に よ る も 壁 が 嘗 食 

の ) 4. タ バ コ 等 の ヤ ー、 臭 い ( 喫 報 等 に よ り ク ロ ス 

等 が 変 色 し た り 、 臭 い が 仔 荷 し て い る 場 吉 

5. 壁 等 の く ぎ 穴 、 ネ ジ 穴 ( 重 量 物 を か け る た め 

に あ け た も の で 、 下 地 ボ ー ド の 張 智 え が 必 要 

な 程 序 の も の ) 

6. 俸 主 が 天 井 に 直 横 つ け た 烏 明 器 具 の 跡 

⑦ 落 書 き 等 の 故 菱 に よ る 殿 播 
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【 建 具 等 、 祖 、 柱 等 】 

・ 綱 戸 の 張 暁 え ( 特 に 破 損 は し て な い が 、 次 の 1. 餌 育 ペ ッ ト に よ る 柱 等 の キ ズ 、 臭 い ( ペ ッ ト 
入 居 者 確 保 の た め に 行 う も の ) に よ る 柱 、 ク ロ ス 等 に キ ズ が 仔 い た り 、 臭 い 

2. 地 甦 で 破 損 し た ガ ラ ス が 付 着 し て い る 場 吉 

③. 細 入 り ガ ラ ス の 亀 裂 ( 構 造 に よ り 自 然 に 発 生 2. 落 書 き 等 の 故 崇 に よ る 殿 摂 

し た も の ) 

【 訳 備 、 そ の 他 】 

・ 専 門 業 老 に よ る 入 体 の ハ タ ス タ リ ー ニ ン ダ 

( 俸 主 が 通 笠 の 清 掃 を 実 施 し て い る 場 吉 ) 

・ エ ア コ ン の 内 部 津 津 ( 喫 堤 等 の 臭 い な ど が 仔 

荷 し て い な い 場 合 ) 

・ 揃 毒 ( 合 所 ・ ト イ レ ) 

・ 降 権 、 風 口 釜 等 の 取 剣 え ( 破 損 等 は し て い な 

い が 、 決 の 入 居 者 確 保 の た め に 行 う も の ) 

5. 鍋 の 取 暁 え ( 破 損 、 鐡 紛 失 の な い 場 合 ) 

6. 設 備 機 器 の 故 陣 、 使 用 不 能 ( 橋 器 の 寿 命 に よ 

る も の ) 

1. 

・ 風 口 、 

ガ ス コ ン ロ 置 き 場 、 揄 気 扇 等 の 油 汚 れ 、 す す 

( 俸 主 が 淑 撮 ・ 手 入 れ を 怠 っ た 結 昂 汚 損 が 生 

じ た 場 吉 ) 

ト イ レ 、 珪 面 台 の 水 垢 、 カ ガ ビ 等 ( 俸 主 

が 宿 撮 ・ 手 入 れ を 怠 っ た 結 果 汚 損 が 生 じ た 場 

E り 

・ 月 常 の 不 適 災 な 手 入 れ 又 は 用 法 道 反 に よ る 設 

備 の 殿 損 
4. 鍋 の 絢 失 又 は 破 損 に よ る 取 婦 

5. 戸 建 賦 賢 住 宅 の 庇 に 生 い 荒 っ た 雑 草 

2 俵 主 の 負 担 単 位 

貞 担 
内 室 俵 主 の 負 担 単 位 

原 則 一 枚 単 位 

損 の 程 度 に よ る ) 

殿 損 部 分 が 複 数 枚 の 場 合 は そ の 

杯 数 分 ( 裏 返 し か 表 暁 え か は 、 毀 

経 過 年 数 等 の 考 慮 

( 晩 芋 

經 過 年 整 は 考 慮 し な い 。 

室 入 佐 

殿 損 等 が 複 数 管 所 の 場 合 は 、 居 ( 昼 宋 ・ カ ー ペ ッ ト * タ ッ シ ョ ン フ ロ ) 

⑥ 年 で 残 存 価 値 ① 円 と な る よ う な 号 

担 割 合 を 算 定 す る 。 

原 町 n 単 位 

畜
 

漸 
⑨ 
中 

啓 
愚 

短 

ラ ロ ー リ ン ダ 室 入 佐 

殿 損 等 が 複 数 管 所 の 場 合 は 、 居 

( フ ロ ー リ ン 

補 修 は 緯 過 年 数 を 考 慮 し な い 。 

( フ ロ ー リ ン ダ グ 入 体 に わ た る 殿 損 等 

が あ り 、 張 り 智 え る 場 合 は 、 当 話 建 

物 の 耐 用 年 整 で 疼 存 価 値 ① 円 と な る 

よ う な 負 拐 割 合 を 算 定 す る 。 ) 

( 
ロ 

S)
 
非
 
江 

・ 
曜 

壁 ( ク ロ ス ) 

写 単 位 が 望 ま し い が 、 借 主 が 殺 

損 し た 箇 所 を 含 む 一 面 分 ま で は 

張 曾 え 費 用 を 借 主 負 担 と し て も 

や tp を え な い と す る 。 

( 壁 [ タ ロ ス ) ) 

⑥ 年 で 残 存 価 値 ① 円 と な る よ う な 号 

担 割 合 を 算 定 す る 。 

畜
 

漸 
⑨ 
中 

啓 
愚 

短 

タ バ コ 等 の ヤ 

= 臭 い 

妖 当 と 考 え ら れ る 。 
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喫 煙 等 に よ り 当 詳 居 室 全 体 に お 

い て タ ロ ス 等 が ヤ ニ で 変 色 し た 

り 臭 い お 付 着 し た 場 合 の み 、 居 

室 入 体 の ク リ ー ニ ン グ 又 は 張 談 

え 貴 用 を 借 主 負 担 と す る こ と が 



" ( 懐 紙 、 障 子 縄 
貝 擢嘉 來 LR 経 過 年 整 は 考 慮 し な い 。 

ー 振 鍋 
r | 修 ② ( 穂 、 陣 子 等 の 建 具 部 分 、 柱 ) 柱 今 a - 、 障 、 

= LR 経 過 年 数 は 考 慮 し な い 。 

ニ ( 請 備 機 謹 
BE S 耐 用 年 数 経 過 時 為 で 殉 存 価 値 ① 円 と 
來 人 荒 俵 森 誠 裕 修 郡 分 、 交 探 相 当 貴 用 な る よ う な 直 縄 ( 文 は 曲 縄 ) を 想 定 

ニ し 、 火 担 割 合 を 笹 定 す る 。 

偕 祷 修 郭 分 鍋 の 紛 失 の 場 合 は 、 経 過 年 数 は 考 慮 
て E® 時 紗 失 の 場 合 は 、 シ リ ン ダ ー の 交 | し な い 。 交 換 費 用 相 当 分 を 借 主 負 拐 
圏 援 も 各 む 。 と す る 。 

タ リ ー ニ ン ダ 縮 過 年 数 は 考 慮 し な い 。 俸 主 負 担 と 
逢 途 warowse な る の は 、 通 帖 の 清 揺 を 実 施 し て い 
捨 節 ュ w 部 位 ご と 、 又 は 佐 戸 ) 三 沼 の Ereoms 那 会 ご と ス は 佐 戸 全 体 な い 場 合 で 、 部 佐 又 は 、 佐 戸 全 会 の 

0% 浩 捨 費 用 相 当 分 を 倍 主 号 担 と す る 。 
設 備 等 の 経 過 年 数 と 借 主 負 担 割 合 ( 耐 用 年 数 ⑥ 年 及 び ⑧ 年 、 定 額 法 の 場 吉 

俵 主 負 担 割 合 ( 原 状 団 健 義 務 が あ る 場 ) 
(%) 

100 

90 

80 

70 

eo ト ー ト ー ト コ ー ト ート ー ト ー ト ー レ ト ー 

⑤0 

④0 

経 逃 年 数 
ャ ー キ ー ト ー ト ー キ ー キ ト ー ト ー ト 
⑦ 8 9 10 ⑪ ⑫ 13 ⑭ ⑮ ( 年 

I 例 外 と し て の 特 約 

原 状 回 後 に 関 す る 貴 用 の 一 般 原 則 は 上 記 の と お り で す が 、 借 主 は 、 例 外 と し て 、 下 記 の 責 用 に つ い て は 、 倍 

主 の 負 担 と す る こ と に 合 罠 し ま す ( た だ し 、 民 法 第 ⑨0 条 並 び に 説 費 者 契 約 洲 第 ⑧ 条 、 第 ⑧ 条 の ② 、 第 ⑨ 条 、 友 

び 第 ①0 条 に 反 し な い 内 容 に 限 り ま す り 。 

( 挺 弧 肋 は 、 本 根 は 貴 玩 が 負 担 す べ き も の で あ る 賽 用 を 、 特 別 に 借 主 が 負 担 す る こ と と す る 理 由 。 ) 

用 株 式 会 社 野 崎 工 務 店 @ 

EEEEERNE W2/ ⑨ 公 荒 社 団 泳 人 全 国 宗 地 痴 め 取 引 業 塔 会 道 き 会 2108



参 考 

別 表 ( 第 ⑯ 条 関 係 ) `I 本 物 件 の 原 状 回 復 条 件 」 一 祷 足 一 

③ 原 状 回 復 工 事 施 工 目 安 単 価 
( 物 件 に 応 じ て 、 空 欄 に ` 対 象 箇 所 」 、` 単 併 」、` 単 価 ( 円 )」 を 記 入 し て 使 用 し て く だ き い 。 ) 

芸 來 俵 所 耳 位 単 価 ( 円 

美 通 

玄 関 ・ 庸 

B
 

T
R
 

合 所 ・ キ ッ チ ン 

そ の 他 

津 こ の 単 体 は 、 あ く ま で も 目 安 で あ り 、 入 居 呂 に お け る 俸 主 ・ 貴 主 友 で 負 拐 の 概 算 親 を 部 隙 す る た め の も の で 
す 。 
添 し た が っ て 、 退 去 時 に お い て は 、 賓 李 の 価 格 や 在 惟 状 河 の 変 動 、 殿 損 の 種 虔 や 原 状 回 征 旅 エ ガ 歪 等 を 考 慧 し て 、 
僚 主 ・ 賀 主 及 方 で 協 瞳 し た 旅 工 単 為 で 原 状 回 貴 工 事 を 実 施 す る こ と と な り ま す 。 

※ 故 意 遍 失 に よ る 破 損 ・ 汚 損 の 場 合 は 修 復 費 を ご 負 担 い た だ き ま す が 、 ハ ビ ネ ス 東 中 

野 の 場 合 は 、 予 め 退 去 時 の ル ー ム ク リ ー ニ ン グ 費 用 を お 預 か り ( 契 約 時 ) し て い ま 
す の で 一 般 的 に は 退 去 時 の 費 用 は 発 生 し ま せ ん 。 

・ あ ら か じ め 乙 に 対 し 原 状 回 復 に 要 す る 費 用 を 情 報 と し て 提 示 し て お く 場 合 に は 、 こ の 目 安 較 併 如 に 記 載 を し 、 別 

表 に 華 仔 す る よ う に す る 。 
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